
【報告事項２】 

資料３ 

 

本市の取組状況について 
 

 

１ 京都市社会福祉審議会の状況 
 (１) 設置趣旨 

    京都市社会福祉審議会は，社会福祉法第７条第１項に規定する地方社会福祉審議会

として，社会福祉に関する事項を審議するため，学識経験者や保健，医療，福祉の関

係者など５０名以内で構成する審議会として設置している。今回から，委員の市民公

募を行い，広く意見・提言をいただき本市の社会福祉行政に反映させていく。 

 

 (２) 専門分科会及び部会について 

    平成１６年度は，４つの分科会に加え，新たに「福祉施策のあり方検討専門分科会」

(※１)及び「ユニバーサルデザイン条例検討専門分科会」(※２)を設ける。(２頁目

参照) 

   ※１ 今後とも，「安らぎ先進都市・京都」を推進していくためには，増大の一途を

たどる義務経費を確保しつつ，福祉施策全般にわたってそのあり方を検討し，将

来にわたっても，「安心・安全」な福祉のまちを持続していけるようにしていく

必要があるため。 

   ※２ 「バリアフリー」を発展させた「ユニバーサルデザイン」という考え方は，「障

害のある市民」から，「すべての市民」を対象としていくこと，「主に建築物等ハ

ード面の施策」から「ハード・ソフト両面での総合的な施策」を推進していくこ

と，「主に行政主体」であったものから，「行政と市民・事業者等との協働」で推

進していくものにしたいと考えているため。 

    

(３) 今後の予定 

    各審議事項については，平成１６年１２月を目途にとりまとめていただくとともに，

「ユニバーサルデザイン推進条例(仮称)」については，平成１７年２月市会に条例案

を上程していく。 

 

  





２ 「高齢期における所有不動産の活用に関する研究報告書」

(参考資料)の作成 

（１）目的 

少子高齢化，高齢者世帯の増加，介護を必要とする高齢者の増加など，高齢者を取り

巻く状況の変化は著しい。加えて，既存の社会システムでは対応困難な課題が出てきて

おり，少子高齢化に伴う年金財政への圧力の増大等による高齢者の生活資金確保の問題

がある。一方，高齢者が蓄積してきた住宅等の資産の活用がとどまっていることが指摘

されており，こうした資産の活用によって，高齢期における生活資金を確保するシステ

ムが求められている。 

こうしたことから，高齢者が所有する不動産を活用した自助努力の仕組を民間金融機

関等とともに検討することを目的として，平成１５年３月に「京都市リバースモーゲー

ジ制度研究会」を設置した。報告書は，平成１６年７月までの全８回にわたる研究会で

の意見交換をもとに作成したものである。 

 

（２）研究会の委員 

   学識経験者，弁護士，不動産鑑定士，福祉専門家，金融機関及び本市職員 

 

（３）報告書の概要 

※ ４～５頁目を参照 

(参考資料の「高齢期における所有不動産の活用に関する研究報告書」１～２頁

から抜粋) 

 

  



報告書の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ リバースモーゲージの現状と導入のための条件整備 

■国内の制度(P.19～25) 

○公的プラン，民間プランとも，

三大リスクほか様々な課題 

○仕組上のリスクを借り手（利

用者)が背負うため制度が普

及しない 

■所有不動産の活用(P.15

～18) 

○社会状況の変化に伴う生活

資金の確保 

○不動産に対する意識の変

化・活用への関心 

○住宅環境や経済の向上，都市

の活性化，まちづくり等への

効果 

■高齢者を取り巻く状況

(P.3～14) 

○高齢者数，高齢化率の増加

○介護が必要な高齢者の増加

○高齢者世帯の増加 

○持家，老朽化，改修が必要な

住宅状況 

○地価の下落 

○生活費の不安 

Ⅰ 高齢者を取り巻く状況と所有不動産の活用 
 

■導入のための条件整備 

(P.30～32) 

○保険制度の創設 

○資金調達システムの導入 

○不動産市場の整備 

○カウンセリングの実施 

○税制上の特例の創設 

○柔軟な融資方式の検討 

○官民の連携  

      

■京都市での実施の判断 

（P.32～33） 

○全国的規模での保険制度の

創設や資金調達システムの

導入などの条件整備が必要 

■海外の制度(P.25～29) 

○アメリカのＲＭは制度の棲み

分け，保険制度でのリスクカバ

ー，資金調達システムの整備が

できている 

○フランスのビアジェは終身に

わたり定期収入を受領 

  



 

■支援策の検討(P.41～43) 

○相談機関の活性化・情報の流通 

○家屋のメンテナンス 

○防火・耐震構造基準の緩和 

○関連税制の特例措置の創設 

○京町家を利用する事業者への支援

○住み替え先の供給 

○魅力あるまちづくり 

■新たな活用方法（P.39～

41） 

○小規模多機能施設，グループホ

ーム，グループリビング 

○シェアハウス 

○多世代の共生，賑わい 

■京町家の活用(P.36～39) 

○都市居住の促進，都市型観光の振

興，新事業の創設，環境の共生等

○都市再開発事業よりも都市の再

生に効果的 

○現在，SOHO，飲食店・物販店等に

活用 

■資産活用の方法（リバースモーゲージ以外）(P.34～36) 

 ①不動産を売却し，居住している高齢者は住み替える 

 ②不動産を売却するが，居住している高齢者はそのまま住み続ける 

 ③不動産を賃貸し，居住している高齢者は住み替える 

 ④不動産の一部を賃貸し，居住している高齢者は住み続ける 

Ⅲ 高齢期における所有不動産の活用の手法と支援策の検討 
 

 

  



３ 「痴呆性高齢者ケアマネジメント推進モデル事業」への

参画(京都市長寿すこやかセンター) 
高齢者痴呆介護研究・研修東京センター，大府センター及び仙台センターが共同して

研究・開発を行った「痴呆性高齢者ケアマネジメントセンター方式」を活用した，痴呆

性高齢者のための新たなケアマネジメントシステムの今後の普及等を推進することを

目的として，痴呆性高齢者マネジメント推進モデル事業が行われ，京都市長寿すこやか

センターがモデル事業の事務局として参画する。  

※ ７～１０頁目を参照 

(「全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議資料」(平成１６年２月１９

日開催)１６２～１６５頁から抜粋) 

 

  











４ 平成１６年度介護サービス評価事業の実施 
 （１）評価の実施について 

介護保険制度では，サービス事業者自らが提供するサービスの質の評価を行い，その

改善に努め，利用者の立場に立ってサービスを提供することが義務付けられているが，

利用者が自分のニーズに合ったサービスを提供する事業者を選ぶためには，評価された

内容が情報として公開される必要がある。そのため，本市では，平成１２年度から「京

都市介護サービス評価事業」を実施している。 

この事業は，事業者及び利用者又は家族が，事業者の提供するサービスを評価し，そ

れを公表することによって，市民の選択性の向上に寄与し，併せてサービスの質的向上

を図るものである。 

本年度の評価事業は，経年比較を行う観点から評価手法，評価項目等については，昨

年の実績を踏まえたうえで，基本的には同内容での実施を予定している。 

 

 （２）評価の実施予定について 

 自己評価 利用者評価 

実施期間 平成１６年１０月頃 平成１７年１月頃 

評価者 京都府が事業者指定している評

価対象サービスの事業者に参加応

募案内を通知し，事業の趣旨に賛

同し参加した事業者 

参加応募のあった事業者のサービ

スを利用している本人又は家族（抽

出数は，１事業者当たり最大２５人）

調査方法 郵送法 郵送法 

 

 （３）今後の取組について 

京都府においては，平成１５年３月に第三者評価の取組に関するガイドラインが策定

され，現在，試行事業が実施されており，平成１７年度以降の本格実施を検討している

ところである。 

また，国においても，平成１６年度に「情報開示の標準化」に係る都道府県でのモデ

ル事業が実施され，今後，本格実施が検討されているところである。 

本市としては，今後，京都府の第三者評価について，市民の皆様への情報提供を行う

とともに，利用者が介護サービスをより利用しやすくなるように，利用方法やサービス

事業所の情報提供等，介護保険事業の円滑な運営のための利用者支援方策を引き続き推

進していく。 

※ 国・京都府の動向については，１２～１３頁目を参照。

  



第三者評価に係る国・京都府の動向 

 

１ 国の動向 

 

 

 

 

 

 

「情報開示」の徹底と「事後規制ルール」の確立 

 

○ 利用者によるサービス選択を実効あるものとするため，全ての事業者を対象と

して「情報開示の徹底」を図ることとし，そのための開示情報の標準化と第三者

による確認の仕組みを導入する。 

また，実効ある事後規制ルールを確立する観点から，事業者の「指定更新制」

の導入や，欠格事由の見直しなどを行う。 

【社会保障審議会・介護保険部会報告（平成１６年７月３０日）から】

 

 

■ 情報開示の標準化 

調査研究の状況 

老人保健健康増進等事

業により（社）シルバー

サービス振興会に設置

された「介護保険サービ

スの質の評価に関する

調査研究委員会」にお

いて評価の実施方法，

評価基準等について調

査研究が行われ，平成

１６年５月に「利用者に

よる介護サービス（事業

者）の適切な選択に資

す る 情 報 開 示 の 標 準

化」についての中間報

告書が提出された。 

「利用者による介護サービス（事業者）の適切な選択に資

する情報開示の標準化」についての中間報告書から 

 

○「情報開示の標準化」は利用者による介護サービス事業

所の選択に資することを目的として，全ての事業所を対象

に，事業所が現に行っている事項（事実）を前提として，第

三者が客観的事実に基づき確認し，その結果の全てを定

期的に開示する仕組み。 

○「情報開示の標準化」のプロセスを通じて，事業所自身

によるサービスの質の改善への取組みが促進されることに

より介護サービス全体の質の向上も期待。 

○「情報開示の標準化」は，介護保険制度の基本理念を現

実のサービス利用において保障するための環境を整備す

るもの。事業所の格付けやサービスの画一化を目的とする

ものではない。 

 
 

 

 

 

 

 



２ 京都府の動向 

概要 対象サービス 公開方法 

【平成１４年度】 

評価項目・評価基準・評価方法・評価

結 果 公 表 等 に 係 る ガ イ ド ラ イ ン の

策定等 

【平成１５年度】 

第三者評価試行実施 

９評価機関：１１０事業所 

【平成１６年度】（予定） 

１５評価機関：１５０事業所 

原則として，介護保険事

業者について，同一敷

地内，同一事業所番号

が付番されたすべての

サービスをひとつの評価

対象とする。 

冊子及びホーム

ページでの公開 

＊ 平成１７年度からの本格実施を検討。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 敬老乗車証の更新方法の変更 
   敬老乗車証制度は，長年にわたり，社会に貢献してこられた高齢者の皆様に敬老の意

を表するとともに，様々な社会活動に参加して，生きがいを高めていだくことを目的に，

市内在住の７０歳以上の方に対し，本市の市バス・地下鉄等の運賃を無料の取扱いとす

る乗車証を交付しているものである。(制度開始：昭和４８年度) 

   本年９月に実施する一斉更新から，従来の民生委員を通じての配付による更新方法を

変更し，敬老乗車証の交付を希望される方(申請書を提出した方)に対して，市内に２１

９局ある郵便局において新しい敬老乗車証を交付することとした。 

 

６ 「市民すこやかフェア２００４」の開催 
（１）主旨 

現代社会は，長寿少子化が急激な速さで進展しており，明るく活力ある社会を築き上

げていくことがますます大きな課題となっている。市民一人ひとりが長寿社会を自分自

身の問題としてとらえるとともに，世代間の交流や地域社会への参加を通じて，自らの

役割を見出し，実行していくことにより，お互いが世代を越えて気持ちよく支え合って

いく仕組みを作っていくことが重要である。 

こうした観点から，市民が気軽に参加できる催しを通じ，長寿社会を考える機会を提

供するため，高齢者福祉総合イベントとして「市民すこやかフェア２００４」を開催す

る。 

（２）テーマ 

   「広げよう 生きがいづくりの輪」 

（３）開催日時 

   平成１６年９月３日（金），４日（土），５日（日）の３日間 

   ９：３０～１６：３０（９：００会場） 

※ ３日間のうち，作品展・美術展を３日・４日に，舞台イベント，相談展示コーナ 

 ーは４日・５日に開催。５日に行う健康すこやかウォークは８：００受付開始。 

※ 内容の詳細は，別添のチラシを参照 

（４）主催等 

  ① 主催 

市民すこやかフェア実行委員会（構成団体：京都府医師会，京都府歯科医師会，京

都府薬剤師会，京都新聞社，京都新聞社会福祉事業団，京都放送，京都市体育協会，

京都府国民健康保険団体連合会，京都市老人クラブ連合会，京都市社会福祉協議会，

京都市） 

  ② 後援 

    日図デザイン博物館 

  ③ 協力 

    社団法人京都市保育園連盟，社団法人京都市私立幼稚園協会 

 

  




